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 第 30回浜田市農業委員会総会会議議事録 

 

令和 2年 7月 27日(月)午前 9時 30分 

浜田市弥栄支所 第 2会議室 A B 

 

1 出席委員 

１番 原田 義一  ３番 宮﨑 龍生  ４番 徳田 マスヱ ５番 川本 聖光   

６番 松山 純久  ７番 清水 康彦  ８番 中田 善喜 １０番 三浦 博文  

１１番 渡辺 弘之 １２番 渡邉 弘登  １３番 岡本 健治 １４番 青葉 真   

１５番 柿元 信次 １６番 大谷 数義 １７番 佐々岡常喜 １８番 佐々木京子  

１９番 玉田 一 

  

2 欠席委員  

 ２番 岡本  嗣喜  ９番 林 秀司 

１推 前田 正典  ２推 田村 邦麿  ３推 橋本 安延  ４推 三浦 寿紀 

５推 小川 明人  ６推 神田  進  ７推 小松原常雄  ８推 近重 邦昭 

８推 河野 恒弘 １０推 野上 省三 １１推 岡田  勝 １２推 大﨑 健太 

１３推 小谷  保雄 １４推 岡本 定文                      １６推 奥迫 忠幸                

１７推 原田 和義  １８推 永見 繁廣 １９推 齋藤  久行 

 

3 事務局出席職員  木屋事務局長 佐々木農地係長 

農林振興課  藤井主事、松本会計年度任用職員 

しまね農業振興公社 植本農地集積相談員 
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会  長 

 

 

おはようございます。ただいまから第 30回浜田市農業委員会総会

を開催いたします。非常に毎日うっとうしい日が続いておりまして、

例年ならば梅雨が明けているころですが、まだ 2・3日は明けない気

がします。6月 30日に一般社団法人島根県農業会議の通常総会が開

催されました。今回は、書面決議で採決をされました。さらに、役

員改選があり、会長、副会長、理事がそれぞれおられ、会長、副会

長が勇退をされました。益田の会長と奥出雲の副会長がおられ、3

期 6 年をされたようです。理事の互選によりまして、新しい会長に

は安来市の農業委員会の会長が就任され、副会長には私が就いたと

いうことになりました。2年間の任期でございますが、農業発展に更

には農業委員会の発展のために頑張りたいと思っています。報告に

合わせて、皆様方のご協力をいただきたいと思います。 

本日の欠席は、2番 岡本委員、9番 林委員の以上 2名の方から

欠席の届出が出ております。 

本日の議事録署名者は、7番 清水委員、8番 中田委員です。 

よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

では、議事に入ります。 

議第１号、農用地利用集積計画の策定について、議決を求めます。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

 

係  長 

 

 

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、農用地利用集

積計画の策定についてご審議のうえ、農業委員会の議決をいただき

たいと思います。 

それでは座って説明させていただきます。お手元の方に農用地利

用集積計画（案）と利用集積一覧表をお配りしておりますのでそち

らをご覧ください。農用地利用集積計画（案）についてですが、農

業者の皆さまからの申し出に基づいて計画の方を策定しておりま

す。今回、申し出のありました利用権設定は、32 件、93 筆、

124,819 ㎡となっております。申し出のありました利用権設定につ

きましては、農業経営基盤強化促進法の第 18条第 3項の各要件を満

たしていると考えております。 

公告日は 7月 31日を予定しており、利用権設定については開始日

を令和 2年 8月 1日以降としております。農用地利用集積計画（案）

については、以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、事務局の説明が終わりました。皆様方の中で、何かご意

見がございましたら、ご発言願います。どなたか、ございませんか。 
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会  長 

 

  

 今回、旭に集中しているようだが。 

 

係  長 

 

 

 農地中間管理機構により集中したものと思われます。 

 

会  長 

 

 

他に、ございませんか。 

無いようですので、今回の農用地利用集積計画案についてご承認

いただける方の挙手をお願いします。 

 

 

委  員 

 

 

～全委員 挙手～ 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。それでは、ご承認いただきましたので、

そのように処理いたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第2号、農地法第3条の規定による許可申請につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

 

局  長 

 

 

農業委員会等に関する法律第 6 条第 1 項第１号の規定により、農

地の所有権移転や農地の転用などの審議をお願いします。 

農地法第3条申請では、農地を耕作目的で売買、貸借、贈与など、

所有権の移転や使用収益権の設定、移転などについて、ご審議いた

だきます。 

総会資料 3 ページからになります。また、別冊の『総会案件現況

写真』及びＡ3版『転用等案件箇所一覧』もご覧ください。 

1号について説明します。申請地は、資料 3ページ 1段目、ゼンリ

ン位置図は 4ページ、図面番号①、現況写真は、1ページ上段をご覧

ください。申請地は、金城町今福の田です。場所は、久佐川生活改

善センターから約 200m北東の久佐川です。この申請は、譲渡人から

譲受人が売買で、申請地を取得するものです。このたびの申請地と

併せて、譲受人の耕作面積は 163ａ余りとなり、下限面積基準を満た

しております。 

2号について説明します。申請地は、資料 3ページ 2段目、ゼンリ

ン位置図は 5ページ、図面番号②、現況写真は、1ページの中段をご

覧ください。申請地は、大辻町の畑です。場所は、浜田合同庁舎か

ら約 200m南西の 2町内です。この申請は、譲渡人から譲受人が売買

で、申請地を取得するものです。このたびの申請地と併せて、譲受

人の耕作面積は 42ａ余りとなり、下限面積基準を満たしておりま



 

4/12 

 

す。 

3号について説明します。申請地は、資料 3ページ 3段目、ゼンリ

ン位置図は 6ページ、図面番号③、現況写真は、1ページの下段と 2

ページの上段をご覧ください。申請地は、三隅町古市場の田です。

場所は、三保三隅浄化センターから約 700m南西の中組です。この申

請は、譲渡人から譲受人が贈与で、申請地を取得するものです。こ

のたびの申請地と併せて、譲受人の耕作面積は 25ａ余りとなり、下

限面積基準を満たしております。 

4号について説明します。申請地は、資料 3ページ 4段目、ゼンリ

ン位置図は 7ページ、図面番号④、現況写真は、2ページの中段をご

覧ください。申請地は、旭町都川の田です。場所は、都川郵便局か

ら約 1,100m北東の都川 2です。この申請は、譲渡人から譲受人が贈

与で、申請地を取得するものです。このたびの申請地と併せて、譲

受人の耕作面積は 95ａ余りとなり、下限面積基準を満たしておりま

す。 

5号について説明します。申請地は、資料 3ページ 5段目、ゼンリ

ン位置図は 8ページ、図面番号⑤、現況写真は、2ページの下段をご

覧ください。申請地は、三隅町古市場の田です。場所は、三保三隅

浄化センターから約 290m北東の上古市です。この申請は、譲渡人か

ら譲受人が贈与で、申請地を取得するものです。このたびの申請地

と併せて、譲受人の耕作面積は 29ａ余りとなり、下限面積基準を満

たしております。 

取得後のすべての農地を利用すること、労働力、地域との関係な

どをみても問題なく、不許可要件である農地法第 3 条第 2 項各号に

は該当しないため、許可相当であると考えます。 

農地法第 3条申請については、以上 5件です。 

 

 

会  長 

 

 

ただ今、事務局から第 3 条申請についての説明がありました。担

当委員さんから補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、13番 岡本委員、お願いします。 

 

 

13番 岡本委員 

 

 

 小谷推進委員と事務局と現場を確認しました。ただ今の説明のと

おりです。よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

 2号について、6番 松山委員、お願いします。 

 

 

6番 松山委員 

 

 

 事務局と推進委員と現場確認に行きました。何の問題もないよう

に思います。よろしくお願いします。 
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会  長 

 

 3号及び 5号について、11番 渡辺委員、お願いします。 

 

11番 渡辺委員 

 

 

 15 日に岡田推進委員と事務局とで現地を確認しました。先ほど説

明がありましたとおりで、問題ないと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

 

会  長 

 

 

 4号について、14番 青葉委員、お願いします。 

 

 

14番 青葉委員 

 

 

 16 日に岡本推進委員と事務局とで現地を視察しました。問題ない

と思います。よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、第 3 条申請について全て説明が終わりました。皆様方か

ら何かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

では、採決に入ります。 

第 3 条申請についてご承認いただける農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

  

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で農地法第 3 条申請については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第 3 号、農地法第 4 条の規定による許可申請につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

 

局  長 

 

 

それでは、農地法第 4条申請についてご説明いたします。 

農地法第 4 条申請は、農地の所有者など、権利を有する者自らが農

地以外の住宅や駐車場、資材置き場などの用途に転用したいという

ものです。 

1号について説明します。申請地は、資料 9 ページ 1段目、ゼンリ

ン地図 10ページ、図面番号⑥、現況写真は、3ページ上段をご覧く

ださい。申請地は、河内町の畑です。場所は、浜田自動車教習所か

ら約 150m北の河内町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区

外で、農地区分は、第 2 種農地に該当します。当該申請の転用目的
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は、貸駐車場の計画があり、周囲には農地もなく影響はないものと

思われます。 

2号について説明します。申請地は、資料 9 ページ 2段目、ゼンリ

ン地図 11ページ、図面番号⑦、現況写真は、3ページ中段をご覧く

ださい。申請地は、三階町の畑です。場所は石見公民館細谷分館か

ら約 250m西の 3町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域

外で、農地区分は、第 2 種農地に該当します。当該申請の転用目的

は、駐車場の整備ということですが、農地法に関する知識がなくす

でに整備されたものであり、資料 12ページには始末書を添付してお

ります。 

農地法第 4条申請については、2件です。 

 

 

会  長 

 

 

ただ今、事務局から第 4 条申請についての説明がありました。担

当委員さんから補足説明がありましたらお願いします。 

1号及び 2号について、一括して、6番 松山委員お願いします。 

 

 

6番 松山委員 

 

 

 推進委員と事務局で現場確認に行きましたが、1号については以前

より何も耕作されていません。問題はないと思います。2号について

は、住宅の工事をするのに駐車場がなく、農地を削って駐車場にし

たものです。始末書も添付されていますので、よろしくお願いしま

す。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、第 4 条申請について全て説明が終わりました。皆様方か

ら何かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

では採決に入ります。 

第 4 条申請についてご承認いただける農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で農地法第 4 条申請については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第 4 号、農地法第 5 条の規定による許可申請につ

いて、事務局の説明をお願いします。 
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局  長 

 

 

それでは、農地法第 5条申請についてご説明いたします。 

農地法第 5 条申請は、農地の所有者など権利を有する者から他の者

が権利を取得して、農地以外の用途に転用したいというものです。 

1号について説明します。申請地は、資料 13ページ 1段目、ゼン

リン地図は 14ページ、図面番号⑧、現況写真は、3ページ下段をご

覧ください。申請地は、内田町の田です。場所は美川小学校から約

700m北東の中内田町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区

域内の用途指定なしで、農地区分は第 2 種農地に該当します。当該

申請の転用目的は、個人住宅の建築の計画があり、すでに周囲に住

宅が建築されている状況であります。 

2号について説明します。申請地は、資料 13ページ 2段目、ゼン

リン地図は 15ページ、図面番号⑨、現況写真は、4ページ上段をご

覧ください。申請地は、金城町七条の田です。場所は雲城小学校か

ら約 1,700m北西の元小笹です。申請地は、農用地区域外、都市計画

区域外で、農地区分は第 2 種農地に該当します。当該申請の転用目

的は、太陽光発電施設であります。国道 186 号沿いにあり、耕作条

件も悪くないように思われたため、改めて譲渡人へ確認いたしまし

たところ、毎年 1回は草刈りをしているようですが、すでに 30年か

ら 40年くらい耕作をされておらず、用水も近くのため池から取って

いたようですが、現在はそのため池からの水もあてられなくなって

いる状況とのことでした。また、地元自治会長へも太陽光発電施設

の計画をしているという話をされているようです。 

3号について説明します。申請地は、資料 13ページ 3段目、ゼン

リン地図は 16ページ、図面番号⑩、現況写真は、4ページ中段をご

覧ください。申請地は、三隅町古市場の田です。場所は三保三隅浄

化センターから約 300m北東の上古市です。申請地は、農用地区域外、

都市計画区域内の用途指定なしで、農地区分は第 2 種農地に該当し

ます。当該申請の転用目的は、親子間による使用賃借により、個人

住宅の建築と進入路の整備の計画があり、写真手前側が進入路で奥

側が住宅となる予定です。資料 17ページには、顛末書が添付されて

おりますが、写真の奥側は、平成 29年に自宅をリフォームした際に

工事車両の駐車場や進入路として使用しており、すでに農地として

ではなく、現在も駐車場として利用しているようです。 

 事業計画変更 1 号及び 4 号について説明します。申請地は、資料

13ページ 4段目と 5段目、ゼンリン地図は 18ページ、図面番号⑪、

現況写真は、4ページ下段をご覧ください。申請地は、三隅町三隅の

田です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域内の用途指定なし

で、農地区分は第 2 種農地に該当します。当該申請の変更事業内容

は、転用事業者の変更で、令和元年 8月 26日付けで駐車場の拡張で

許可を受けた○○から□□が事業承継者として引き継ぐもので、こ

れにあわせて、すでに土地所有者は○○となっているため、5条申請

もされたものとなります。 

5号について説明します。申請地は、資料 13ページ 6段目、ゼン



 

8/12 

 

リン地図は 19ページ、図面番号⑫、現況写真は、5ページ上段をご

覧ください。申請地は、日脚町の畑です。場所は日脚共同墓地から

約 100m東の 1町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域内

の第 2 種中高層住居専用地域で、農地区分は第 2 種農地に該当しま

す。当該申請の転用目的は、宅地造成の計画があり、すでに周囲に

は住宅が建築されている状況であり、周囲への影響は少ないように

考えられます。 

農地法第 5条申請については、事業変更を含め以上 6件です。 

 

 

会  長 

 

 

ただ今、第 5 条申請についての説明がありました。担当委員さん

から補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、18番 佐々木委員、お願いします。 

 

 

18番 佐々木委員 

 

 

 永見推進委員さんと事務局とで現地を見に行きました。周囲は農

地もなく道路に隣接する場所です。写真にある家は、申請者の実家

です。特に問題はないということを確認しましたので、よろしくお

願いします。 

 

 

会  長 

 

 

 2号について、12番 渡邉委員、お願いします。 

 

 

12番 渡邉委員 

 

 

 16 日に推進委員と現地確認をしました。事務局の説明したとおり

ですのでよろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

 3号について、11番 渡辺委員、お願いします。 

 

 

11番 渡辺委員 

 

 

 先日、岡田推進委員と事務局と一緒に現地を確認しました。すで

に一部駐車場として利用されていましたので顛末書も提出していた

だいています。この内容のとおりです。よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

 事業計画変更 1号及び 4号について、19番 玉田委員、お願いし

ます。 

 

 

19番 玉田委員 

 

 

 7月 15日に齋藤推進委員と事務局とで現地に行かせていただきま

した。説明があったとおりですので、よろしくお願いします。 
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会  長 

 

 5号について、私から補足説明します。 

 

 

会  長 

 

 

 先般、前田推進委員と一緒に事務局と現地に行きました。写真の

とおり以前は畑として利用されていましたが、譲渡人が身体の理由

により耕作できない関係だと思われますが、申請されたと考えます。

排水等も整備されていることから、問題はないと思います。よろし

くお願いします。 

 

 

会  長  

 

 

以上で、第 5 条申請について全て説明が終わりました。皆様方か

ら何かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

無いようですので、採決に入りたいと思います。 

第 5 条申請についてご承認いただける農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で農地法第 5 条申請については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第5号、転用統制外証明願について、事務局の説

明をお願いします。 

 

 

係  長 

 

 

それでは、転用統制外証明願、いわゆる非農地証明願についてご

説明いたします。非農地証明は、登記簿上の地目は田や畑などの農

地であっても、農地法が施行された昭和 26年以前から農地以外の用

途で利用されてきたもの、自然災害により被災、埋まってしまった

もの、自然荒廃や耕作放棄により概ね 20年以上放置し再び農地とし

て利用される可能性の無いものなどに対して農業委員会が認めて交

付されるものです。地目変更登記申請などに必要な証明です。 

1号は、資料は 20ページ 1段目、ゼンリン地図は 21ページ、図面

番号⑬、現況写真は、5ページ中段をご覧ください。申請地は、金城

町下来原の田です。場所は、金城総合体育館から約 400m東の吉留で

す。当該申請地は、昭和 55年より耕作はされていないという案件で、

2筆の内、1筆は沼地になっていました。 

2 号は、資料は 20 ページ 2 段目、ゼンリン地図は 22 ページと 23
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ページ、図面番号⑭、現況写真は、5ページ下段から 7ページ下段を

ご覧ください。申請地は、三隅町の田畑です。場所は、浜田市三隅

支所周辺の各箇所で三隅 4 区です。当該申請地は、明らかに原野・

山林化している箇所がほとんどとなりますが、写真の 5ページ下段、

6ページの中段の箇所については、昭和 58年災害の影響により、住

宅敷地内の裏側が農地として一部残っているようなところもあり、

宅地の一部として管理をされているため、草刈りをされていること

から、原野化しているとは言い切れない案件もあります。申請者か

ら聞き取りを行いましたところ、本来なら 3 条申請により権利を取

得すればよいところですが、申請者は現在、○○県に在住され、会

社員をしていることから、3 条申請では耕作できないと判断するた

め、純粋に相続をされたいがために、やむを得ず、非農地証明に至

ったということを確認しました。いずれにしましても、全部で 17筆、

約 40aありますが、1筆ごとの面積は比較的に小さいため、非農地判

断した後に、後々、悪影響を及ぼすようなことはないように思われ

る案件です。 

転用統制外証明願は、以上 2件です。 

 

 

会  長 

 

 

ただ今、事務局から転用統制外証明願いについての説明がありま

したが、担当委員さんから補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、12番 渡邉委員、お願いします。 

 

 

12番 渡邉委員 

 

 

 先般、事務局と推進委員とで現地確認に行きましたが、写真にあ

るとおり大変な原野になっていますので、問題はないと思います。

よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

2号について、19番 玉田委員お願いします。 

 

 

19番 玉田委員 

 

 

 7 月 15 日に事務局と齋藤推進委員とで現地の確認に参りました。

筆は結構あるようですが、よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、転用統制外証明願いについての説明が全て終わりました。

皆様方から何かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

では採決に入ります。転用統制外証明願いにつきまして、ご承認

される方は挙手をお願いします。 
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委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で転用統制外証明願については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

続きまして、協議、報告事項について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

 

係  長 

 

 

それでは農地利用目的変更届について報告いたします。 

1 号について、説明します。資料 24 ページ、ゼンリン地図は 25

ページ、図面番号⑮、現況写真は、8ページ上段をご覧ください。届

出地は、旭町都川の田です。場所は、都川公民館から約 3km 北西の

都川 5 です。この届出は、田を畑に変更するもので、土木業者が残

土を埋めて、あとから肥土を戻す予定となっています。 

続いて、認定電気通信事業者等が行う農地転用届について報告い

たします。 

１号は、資料 26 ページ 1 段目、ゼンリン地図は 27 ページ、図面

番号⑯、現況写真は、8ページ中段をご覧ください。届出地は、三隅

町向野田の田です。場所は、三隅公民館から約 750m北西の田原です。

この届出は、現地確認を行った際に、すでに基礎や支柱が建ってお

り、申請者に確認を行ったところ、下請け業者との連携がうまく図

れていなかったということが原因で、現在は、工事を一時中断して

いただいています。なお、顛末書については、まだ届いていないた

め添付できませんでしたので、ご容赦いただきたいと思います。 

2号は、資料 26ページ 2段目、ゼンリン地図は 28ページ、図面番

号⑰、現況写真は、8ページ下段をご覧ください。届出地は、治和町

の田です。場所は、周布駅から約 350m東の 5町内です。この届出は、

令和 2 年 8 月 11 日頃から 11 月末を工事期間として、携帯電話の基

地局を設置する計画です。 

以上、報告します。 

 

 

会  長 

 

 

以上で報告が終わりました。この件につきまして、皆様方から何

かありましたらお願いします。 

そのほかについて、皆様方から何かありましたらお願いします。 

ほかにありませんか。 

以上を持ちまして、第 30回総会を終了します。 

 

 

終了 午前 10時 20分 
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以上、本日の議事の顛末を記録し、相違ないことを認め署名する。 

 

 

  議   長 

 

 

  委   員 

 

 

  委   員 

 


